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先
の
太
平
洋
戦
争
の
末
期
に
あ
つ
て
は
、
夜
昼
の
区
別
な
く
激
し
い
空
襲
で
内
地
の
諸
都
市
は
せ
い
惨
な
戦
場

と
化
し
、
国
家
総
動
員
法
に
よ
つ
て
軍
官
民
一
丸
と
な
つ
て
戦
い
、
そ
の
た
め
不
幸
に
し
て
多
数
の
戦
災
傷
病
者

を
出
す
に
至
つ
た
こ
と
は
、
日
本
国
民
の
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
一
大
痛
恨
事
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
戦
災
傷
病
者
は
、
国
家
総
動
員
体
制
の
一
員
と
し
て
国
策
に
協
力
し
、
空
襲
に
よ
り
負
傷
し
又
は
疾
病

に
か
か
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
軍
人
、
軍
属
、
被
徴
用
者
、
国
民
義
勇
隊
員
等
と
本
来
的
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
は
な
く
、
い
わ
ん
や
原
子
爆
弾
被
爆
者
と
本
質
的
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
何
ら
の
理
由
も
見
出
し
難
い
と
考
え

る
。 し

か
る
に
、
こ
れ
ら
戦
災
傷
病
者
は
、
そ
れ
以
来
三
十
年
の
年
月
に
わ
た
り
、
国
か
ら
は
何
の
援
護
も
な
く
、

戦
争
犠
牲
者
と
し
て
傷
病
苦
と
生
活
苦
に
人
知
れ
ず
し
ん
ぎ
ん
し
な
が
ら
辛
う
じ
て
露
命
を
つ
な
い
で
き
て
い
る 
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こ
れ
に
反
し
、
軍
人
、
軍
属
、
被
徴
用
者
、
国
民
義
勇
隊
員
等
に
対
し
て
は
、
国
家
補
償
の
精
神
に
基
づ
き
、

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
及
び
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
に
よ
り
、
障
害
年
金
又
は
障
害
一
時
金
の
支
給
、

療
養
の
給
付
、
療
養
手
当
の
支
給
、
更
生
医
療
の
給
付
、
補
装
具
の
支
給
及
び
修
理
、
国
立
保
養
所
へ
の
収
容
、

国
鉄
の
無
賃
取
扱
い
と
い
つ
た
手
厚
い
援
護
が
行
わ
れ
、
被
爆
者
に
対
し
て
は
、
同
じ
く
国
家
補
償
の
精
神
に
基

づ
き
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
の
医
療
等
に
関
す
る
法
律
及
び
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

に
よ
り
、
医
療
の
給
付
、
特
別
手
当
、
健
康
管
理
手
当
、
医
療
手
当
又
は
介
護
手
当
の
支
給
と
い
つ
た
手
厚
い
援

護
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

こ
れ
ら
と
比
較
し
、
戦
災
傷
病
者
に
対
し
国
が
何
ら
の
援
護
を
行
つ
て
い
な
い
こ
と
は
、
極
め
て
片
手
落
ち
の

政
治
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。 

実
情
で
あ
る
。 

イ
ン
フ
レ
と
不
況
の
併
存
す
る
今
日
、
社
会
的
不
公
正
の
是
正
と
弱
者
救
済
を
図
る
こ
と
は
、
国
家
の
喫
緊
の 

四 

 



 

 

五 

責
務
に
属
す
る
。 

よ
つ
て
、
政
府
に
お
い
て
は
、
即
刻
全
国
の
戦
災
傷
病
者
の
実
態
を
調
査
の
上
、
速
や
か
に
戦
災
傷
病
者
特
別

援
護
法
を
制
定
し
、
戦
災
傷
病
者
に
対
し
て
も
手
厚
い
援
護
の
手
を
差
し
伸
べ
る
べ
き
が
至
当
と
考
え
る
が
、
政

府
の
見
解
を
承
り
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


